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資料１
○障害者手帳の交付状況

身体障害者手帳 （単位：件、％）

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

視覚障害 4,105 △ 102 -2.4% 3,945 △ 160 -3.8% 3,920 △ 25 -0.6% 3,931 11 0.3% 3,869 △ 51 -1.3% 3,563 △ 368 -9.4%

聴覚・平衡機能障害 8,232 △ 120 -1.5% 8,051 △ 181 -2.2% 8,165 114 1.4% 8,271 106 1.3% 8,132 △ 33 -0.4% 8,201 △ 70 -0.9%

825 △ 26 -3.1% 794 △ 31 -3.6% 800 6 0.7% 795 △ 5 -0.6% 784 △ 16 -2.0% 772 △ 23 -2.9%

肢体不自由 28,726 △ 1,348 -4.5% 27,843 △ 883 -2.9% 27,636 △ 207 -0.7% 27,399 △ 237 -0.9% 26,919 △ 717 -2.6% 26,844 △ 555 -2.0%

内部障害 28,119 △ 1,324 -4.5% 27,771 △ 348 -1.2% 27,755 △ 16 -0.1% 27,750 △ 5 0.0% 27,365 △ 390 -1.4% 27,329 △ 385 -1.4%

0 △ 3 -150.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%

70,007 △ 2,923 -4.0% 68,404 △ 1,603 -2.2% 68,276 △ 128 -0.2% 68,146 △ 130 -0.2% 67,069 △ 1,207 -1.8% 66,709 △ 1,401 -2.1%

(3,666) 0.0%

※　平成25年４月から那覇市の中核市移行に伴い身障手帳業務を県から移管したが、表はすべて那覇市分も含めて集計している。

療育手帳 （単位：件、％）

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

5,500 229 4.5% 5,425 △ 75 -1.4% 5,710 285 5.2% 6,005 295 5.4% 6,158 448 8.3% 6,338 333 5.8%

11,511 307 2.8% 11,103 △ 408 -3.6% 11,549 446 3.9% 11,918 369 3.3% 12,397 848 7.6% 12,953 1,035 9.0%

17,011 536 3.4% 16,528 △ 483 -2.9% 17,259 731 4.3% 17,923 664 4.0% 18,555 1,296 7.8% 19,291 1,368 7.9%

精神障害者保健福祉手帳 （単位：件、％）

増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率

5,579 249 4.7% 5,695 116 2.2% 5,841 146 2.6% 5,914 73 1.3% 6,258 417 7.3% 6,282 368 6.3%

12,287 601 5.4% 12,689 402 3.4% 13,066 377 3.1% 14,292 1,226 9.7% 16,091 3,025 23.8% 17,204 2,912 22.3%

3,759 226 6.7% 3,918 159 4.5% 4,054 136 3.6% 4,551 497 12.7% 5,312 1,258 32.1% 5,968 1,417 35.0%

21,625 1,076 5.5% 22,302 677 3.3% 22,961 659 3.0% 24,757 1,796 8.1% 27,661 4,700 21.1% 29,454 4,697 20.5%

108,643 △ 1,311 -1.2% 107,234 △ 1,409 -1.3% 108,496 1,262 1.2% 110,826 2,330 2.2% 113,285 4,789 4.5% 115,454 4,664 4.3%

R2 R3 R４H31(R1)年度

計（A）

（うち新規交付者件数:A）

年度

交付数
障害別

音声・言語・そしゃく機能障害

等級不明等

交付数 交付数 交付数

R3 R４H31(R1) R２

交付数 交付数交付数

R2

級別

最重度・重度（Ａ１、Ａ２）

中度・軽度（Ｂ１、Ｂ２）

計（B）

年度

交付数

交付数

R3 R４H31(R1)

R5

交付数

R5

交付数

R5

交付数

R6

交付数

R6

交付数

R6

交付数
級別

１級

２級

３級

計（Ｃ）

総計

交付数 交付数 交付数
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介護給付で提供されるサービス内容と利用者数（令和７年３月時点）

サービス名 内 容 北部 中部 南部 宮古 八重山 合計

居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事
並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

161 1,464 1,999 171 106 3,901 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい
困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、
排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する
相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介
護を総合的に行う

29 147 185 10 5 376

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時
介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避す
るために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護
その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行

0 122 115 0 0 237

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある
もののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精
神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、
同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継
続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的支援

0 0 0 0 0 0 

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、
当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護そ
の他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。

21 160 389 22 3 595 

施設入所支援
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事
等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援

245 656 1,059 118 96 2,174

療養介護
主として日中に病院などの施設で行われている機能訓練、療養上の管理、介護、
医学的管理下での介護や日常生活上の援助

38 141 231 11 7 428

生活介護
常時介護を必要とする障害者を対象とした、主として日中の障害者支援施設な
どで行われている、入浴、排せつ、食事の介護や創作的な活動又は生産活動の
機会の提供等

405 1,826 2,404 183 134 4,952

短期入所
介護者が病気の場合などにおける、障害者支援施設などへの短期入所による入
浴、排せつ、食事の介護等の必要な支援

51 587 583 20 16 1,257

資料２①
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訓練等給付で提供されるサービス内容と利用者数（令和７年３月時点）

サービス名 内 容 北部 中部 南部 宮古 八重山 合計

共同生活援助
(グループホーム)

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行わ
れる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行
う。

282 1,018 1,483 92 95 2,970

自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害者に、定期的な巡回訪問又は随時の相談対
応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、
必要な情報の提供等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行う。

0 1 1 0 0 2 

自立訓練（機能）
入所施設や病院を退院・退所、特別支援学校を卒業したもので、身体機能・生
活能力の維持・向上等のため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー
ション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

0 9 4 0 0 13

自立訓練（生活）
入所施設や病院を退院・退所、特別支援学校を卒業したもので、生活能力の維
持・向上等のため、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営む
ために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

7 135 183 0 7 332

宿泊型自立訓練
日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に
向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上
のための訓練その他の支援を行う。

0 49 35 0 0 84

就労移行支援

就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込
まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就
労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、
就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

5 140 208 2 6 361

就労継続支援（Ａ型）
企業等に雇用されることが困難な障害者に、雇用して就労の機会を提供すると
ともに、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練等の支援

61 735 875 82 38 1,791

就労継続支援（Ｂ型）

就労経験があり、企業等での就労が困難な障害者又は就労移行支援事業所によ
るアセスメントにより就労面に関する課題が把握されている障害者に、就労の
機会を提供するとともに、就労に必要な能力等の向上のために必要な訓練等の
支援を行う。

865 2,928 4,385 350 279 8,807

就労定着支援

就労移行支援などの障害福祉サービスを利用して、一般就労に移行もしくは復
職し６月が経過した障害者に一定期間、就労の継続を図るために事業所や医療
機関等の連絡調整や障害者への相談等、日常生活及び社会生活の課題に対応す
るための支援を行う。

0 59 85 0 1 145

資料２②
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障害福祉サービスの内容と利用者数（令和７年３月時点）

サービス名 内 容 北部 中部 南部 宮古 八重山 合計

相
談
支
援
に
係
る
給
付
で

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス

計画相談支援
障害福祉サービス等を申請した障害者（児）について、サービス等利用
計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリ
ング）を行う。

298 1,859 2,432 162 127 4,878

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している
精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を
必要とする者について、住居の確保その他の地域における生活に移行す
るための活動に関する相談、その他の必要な支援を行う。

0 1 2 0 0 3

地域定着支援
居宅等において単身等で生活するもので緊急時の支援が見込めない状態
にある障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じ
た緊急の事態等に電話又は直接訪問により、相談等の必要な支援を行う。

0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援
障害児通所支援を申請した障害児で、サービス等利用計画の作成、及び
支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行う。 114 1,170 1,319 83 13 2,699

障
害
児
通
所
支
援
給
付

児童発達支援
集団や個別の療育を行う必要がある障害児に、日常生活における基本的
な動作指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 156 1,679 2,119 104 81 4,139

医療型児童発達支援
肢体不自由があり、リハビリテーションの提供や医療的管理下での支援
が必要な障害児に、児童発達支援及び治療を行う。 0 1 26 0 0 27

放課後等デイサービス
就学しており放課後等に支援が必要な障害児に、授業終了後又は学校の
休業日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの
支援を行う。

633 3,944 5,329 171 196 10,273

保育所等訪問型発達支援
専門的な支援が必要と認められた障害児に、保育所等を訪問し障害児以
外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。

26 724 375 0 15 1,140

居宅訪問型発達支援
重度の障害等により、通所による児童発達支援や放課後等デイサービス
の利用のための外出が著しく困難な障害児に、居宅を訪問し、日常生活
における基本的な動作の指導等を行う。

0 6 6 0 0 12

資料２③
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①指定障害福祉サービス事業所数の推移 ②指定障害児通所・入所支援事業所数の推移

障害児者指定事業所数の推移（①＋②）

資料３

R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1
令和6年度
新規指定

居宅介護 275 292 301 334 337 30

重度訪問介護 262 276 285 309 313 29

行動援護 36 37 39 38 41 5

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 0 0

同行援護 111 111 114 116 120 10

療養介護 6 6 6 6 6 0

生活介護 177 184 185 189 188 8

短期入所 91 104 110 118 124 9

施設入所支援 46 46 46 46 45 0

共同生活援助 154 184 197 211 218 27

宿泊型自立訓練 5 5 5 5 5 0

自立訓練(機能) 5 5 5 4 5 2

自立訓練(生活) 53 50 49 47 45 3

就労移行（一般） 78 72 70 64 59 7

就労継続支援（Ａ型） 119 126 126 123 112 10

就労継続支援（Ｂ型） 334 369 402 431 466 50

就労定着支援 21 22 22 22 22 3

自立生活援助 2 3 3 5 7 3

計画相談支援 204 231 238 260 276 32

地域移行支援 39 38 35 40 31 2

地域定着支援 39 38 35 40 31 2

合　　計　① 2,057 2,199 2,273 2,408 2,451 232

R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1
令和6年度
新規指定

障害児相談支援 182 206 217 245 248 29

児童発達支援 304 356 403 451 489 65

放課後等デイサービス 453 508 555 589 622 66

居宅訪問型児童発達支援 1 1 3 7 9 3

保育所等訪問支援 31 50 68 94 116 27

障害児入所支援 4 4 4 4 3 0

医療型障害児入所支援 4 4 4 4 4 0

医療型児童発達支援 2 2 1 1 1 0

合　　計　② 981 1,131 1,255 1,395 1,492 190

R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1
令和6年度
新規指定

① ＋ ② 3,038 3,330 3,528 3,803 3,943 422
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資料４
都道府県名 47_沖縄県

aのうち
セルフプラン

b

cのうち
セルフプラン

d

（合計） 20,294 412 2.0% 11,578 348 3.0%

1 那覇市 4,332 26 0.6% 1,680 2 0.1%

2 宜野湾市 1,192 11 0.9% 973 6 0.6%

3 石垣市 610 245 40.2% 258 205 79.5%

4 浦添市 1,427 4 0.3% 982 2 0.2%

5 名護市 955 56 5.9% 519 46 8.9%

6 糸満市 849 0 0.0% 708 0 0.0%

7 沖縄市 2,341 9 0.4% 1,374 42 3.1%

8 豊見城市 805 0 0.0% 606 0 0.0%

9 うるま市 2,012 2 0.1% 1,362 9 0.7%

10 宮古島市 797 3 0.4% 247 21 8.5%

11 南城市 600 0 0.0% 364 1 0.3%

12 国頭村 82 0 0.0% 14 3 21.4%

13 大宜味村 65 0 0.0% 18 1 5.6%

14 東村 40 2 5.0% 9 0 0.0%

15 今帰仁村 170 3 1.8% 58 0 0.0%

16 本部町 262 22 8.4% 80 0 0.0%

17 恩納村 114 0 0.0% 44 0 0.0%

18 宜野座村 80 0 0.0% 66 0 0.0%

19 金武町 222 0 0.0% 119 0 0.0%

20 伊江村 81 0 0.0% 0 0

21 読谷村 460 1 0.2% 266 0 0.0%

22 嘉手納町 210 0 0.0% 89 0 0.0%

23 北谷町 331 2 0.6% 218 0 0.0%

24 北中城村 185 0 0.0% 132 0 0.0%

25 中城村 153 0 0.0% 116 0 0.0%

26 西原町 522 2 0.4% 347 0 0.0%

27 与那原町 197 0 0.0% 221 0 0.0%

28 南風原町 524 1 0.2% 384 2 0.5%

29 渡嘉敷村 3 0 0.0% 0 0

30 座間味村 2 1 50.0% 5 4 80.0%

31 粟国村 8 0.0% 0

32 渡名喜村 2 0 0.0% 2 0.0%

33 南大東村 6 0 0.0% 1 0 0.0%

34 北大東村 0 0 0 0

35 伊平屋村 14 1 7.1% 0 0

36 伊是名村 21 1 4.8% 0 0

37 久米島町 68 0 0.0% 35 0 0.0%

38 八重瀬町 505 0 0.0% 277 2 0.7%

39 多良間村 5 0.0% 2 0.0%

40 竹富町 31 20 64.5% 2 2 100.0%

41 与那国町 11 0 0.0% 0 0

令和７年３月末時点のセルフプラン率

№ 市区町村名

障害者総合支援法分 児童福祉法分

障害福祉
サービス等
受給者数
a　 (※１)

障害児通所
支援受給者数

c　(※２)

※１　令和７年３月末時点の障害福祉サービス又は地域相談支援の受給者数
※２　令和７年３月末時点の障害児通所支援の受給者数

セルフプラン率
d/c(%)

セルフプラン率
b/a (%)

（別紙１）都道府県名を選択
すると自動で表示
されます。

都道府県名 47_沖縄県

aのうち
セルフプラン

b

セルフプラン率
b/a (%)

bのうち
障害者本人が

希望した数
（※２）

cのうち
セルフプラン

d

セルフプラン率
d/c(%)

dのうち
障害児の保護

者
が希望した数

（※４）

（合計） 8,550 108 1.3% 36 41 4,722 92 1.9% 31 41

1 那覇市 1,134 8 0.7% 8 3 765 0 0.0% 0 3

2 宜野湾市 1,192 11 0.9% 11 2 277 2 0.7% 1 2

3 石垣市 117 42 35.9% 0 2 33 25 75.8% 0 2

4 浦添市 424 0 0.0% 0 3 254 1 0.4% 1 3

5 名護市 213 2 0.9% 0 2 114 31 27.2% 0 2

6 糸満市 300 0 0.0% 2 246 0 0.0% 2

7 沖縄市 790 4 0.5% 4 2 549 16 2.9% 16 2

8 豊見城市 805 0 0.0% 0 2 606 0 0.0% 0 2

9 うるま市 570 1 0.2% 1 1 281 0 0.0% 0 1

10 宮古島市 249 1 0.4% 1 2 56 5 8.9% 5 2

11 南城市 230 0 0.0% 0 1 78 0 0.0% 0 1

12 国頭村 35 0 0.0% 0 2 6 0 0.0% 0 2

13 大宜味村 65 0 0.0% 0 2 18 1 5.6% 1 2

14 東村 19 0 0.0% 0 2 1 0 0.0% 0 2

15 今帰仁村 170 8 4.7% 8 2 49 0 0.0% 0 2

16 本部町 62 7 11.3% 1 1 13 0 0.0% 0 1

17 恩納村 29 0 0.0% 0 2 10 0 0.0% 0 2

18 宜野座村 29 0 0.0% 0 1 16 0 0.0% 0 1

19 金武町 225 0 0.0% 0 3 119 0 0.0% 0 3

20 伊江村 6 0 0.0% 0 2 0 0 0 2

21 読谷村 460 1 0.2% 1 1 266 0 0.0% 0 1

22 嘉手納町 211 0 0.0% 0 2 95 0 0.0% 0 2

23 北谷町 168 0 0.0% 0 1 47 0 0.0% 0 1

24 北中城村 46 0 0.0% 0 2 57 0 0.0% 0 2

25 中城村 77 0 0.0% 0 2 80 0 0.0% 0 2

26 西原町 92 1 1.1% 1 3 67 0 0.0% 0 3

27 与那原町 38 0 0.0% 0 1 76 0 0.0% 0 1

28 南風原町 524 0 0.0% 0 2 384 2 0.5% 1 2

29 渡嘉敷村 3 0 0.0% 0 3 0 0 0 3

30 座間味村 2 1 50.0% 0 2 5 4 80.0% 4 2

31 粟国村 8 0 0.0% 2 0 0 3

32 渡名喜村 2 0 0.0% 0 1 2 0 0.0% 0 1

33 南大東村 6 0 0.0% 0 3 1 0 0.0% 0 3

34 北大東村 0 0 0 1 0 0 0 1

35 伊平屋村 1 0 0.0% 2 0 0 2

36 伊是名村 21 1 4.8% 0 1 0 0 0 1

37 久米島町 68 0 0.0% 0 2 35 0 0.0% 0 2

38 八重瀬町 123 0 0.0% 0 3 111 2 1.8% 2 3

39 多良間村 5 0 0.0% 0 2 2 0 0.0% 0 2

40 竹富町 31 20 64.5% 0 2 3 3 100.0% 0 2

41 与那国町 0 0 0 3 0 0 0 3

障害者総合支援法分 児童福祉法分

※１　令和７年４～６月に支給決定（変更含む）された障害福祉サービス又は地域相談支援の受給者数
※２　障害者本人が希望している場合
※３　令和７年４～６月に支給決定（変更含む）された障害児通所支援の受給者数
※４　障害児の保護者が希望している。

令和７年４～６月のセルフプラン状況（詳細）

市町村における
相談支援事業

者
の充足状況

１：充足している
２：不足している
３：わからない

市町村における
相談支援事業

者
の充足状況

１：充足している
２：不足している
３：わからない

№ 市区町村名
障害福祉

サービス等
受給者数
a　 (※１）

障害児通所
支援受給者数

c　(※３）

セルフプラン率が50%以上：セルが黄色

セルフプラン率が100%超（エラー）：セルが

都道府県名を選択
すると自動で表示
されます。
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資料５
「障害者相談支援事業の実施状況等調査」（令和７年度調査）速報値

単独設
置

共同設
置

単独＋
共同

R７
設置予

定

R8
設置予

定

設置予
定

なし

単独設
置

共同設
置

その他
の整備

R７
設置予

定

設置予
定

なし

単独設
置

共同設
置

R7
設置予

定
未設置

47_沖縄県 那覇市 ○ ○ ○

47_沖縄県 宜野湾市 ○ ○ ○

47_沖縄県 石垣市 ○ ○ ○

47_沖縄県 浦添市 ○ ○ ○

47_沖縄県 名護市 ○ ○ ○

47_沖縄県 糸満市 ○ ○ ○

47_沖縄県 沖縄市 ○ ○ ○

47_沖縄県 豊見城市 ○ ○ ○

47_沖縄県 うるま市 ○ ○ ○

47_沖縄県 宮古島市 ○ ○ ○

47_沖縄県 南城市 ○ ○ ○

47_沖縄県 国頭村 ○ ○ ○

47_沖縄県 大宜味村 ○ ○ ○

47_沖縄県 東村 ○ ○ ○

47_沖縄県 今帰仁村 ○ ○ ○

47_沖縄県 本部町 ○ ○ ○

47_沖縄県 恩納村 ○ ○ ○

47_沖縄県 宜野座村 ○ ○ ○

47_沖縄県 金武町 ○ ○ ○

47_沖縄県 伊江村 ○ ○ ○

47_沖縄県 読谷村 ○ ○ ○

47_沖縄県 嘉手納町 ○ ○ ○

47_沖縄県 北谷町 ○ ○ ○

47_沖縄県 北中城村 ○ ○ ○

47_沖縄県 中城村 ○ ○ ○

47_沖縄県 西原町 ○ ○ ○

47_沖縄県 与那原町 ○ ○ ○

47_沖縄県 南風原町 ○ ○ ○

47_沖縄県 渡嘉敷村 ○ ○ ○

47_沖縄県 座間味村 ○ ○ ○

47_沖縄県 粟国村 ○ ○ ○

47_沖縄県 渡名喜村 ○ ○ ○

47_沖縄県 南大東村 ○ ○ ○

47_沖縄県 北大東村 ○ ○ ○

47_沖縄県 伊平屋村 ○ ○ ○

47_沖縄県 伊是名村 ○ ○ ○

47_沖縄県 久米島町 ○ ○ ○

47_沖縄県 八重瀬町 ○ ○ ○

47_沖縄県 多良間村 ○ ○ ○

47_沖縄県 竹富町 ○ ○ ○

47_沖縄県 与那国町 ○ ○ ○

市町村の基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等・自立支援協議会の設置状況

都道府県名 市町村名

基幹相談支援センター 地域生活支援拠点等 自立支援協議会

設置状況 整備状況 設置方法



沖縄県での取組
について

沖縄県生活福祉部 障害福祉課

令和７年12月

令和７年度厚生労働省障害者地域生活支援体制整備事業「全国ブロック会議」

資料６
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目次

１ 沖縄県の現状

(1) 沖縄県の人口・市町村数・圏域の現状

(2) 沖縄県障害者自立支援協議会

(3) アドバイザー等の配置体制

２ 令和６年度補助金を活用した取組

(1) 研修の実施

(2) 「手引き」 「Ｑ＆Ａ」 「拠点整備状況シート」

３ 基幹設置、拠点整備のポイント

(1) 取組例

(2) 自立支援協議会の重要性

４ アドバイザーの人材育成、養成について

(1) 現在の体制に至った経緯

(2) 組織的・構造的な取組のノウハウ

(3) 横展開に向けたポイント

５ まとめ

(1) 自立支援協議会の重要性

(2) 市町村自立支援協議会の活性化に向けた県の支援体制

10
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浦添市

那覇市

豊見城市

糸満市

八重瀬町

南城市

南風原町
与那原町

西原町

久髙島

国頭村

東村

大宜味村

名護市

本部町

今帰仁村

伊江村

宜野座村恩納村

金武町

読谷村
うるま市

沖縄市

北中城村

中城村

嘉手納町

北谷町

宜野湾市

津堅島

渡嘉敷村

座間味村

渡名喜村

粟国村

久米島町

北大東村

南大東村

伊平屋村

伊是名村

宮古島市

多良間村

石垣市

竹富町

与那国町

沖縄県の人口・市町村数・圏域の現状について

沖縄県内５圏域

南部

中部

宮古

八重山

北部 ■総人口：約148万人

■県庁所在地：那覇市

■市町村数：41市町村

■圏域数：

北部102千人、中部523千人、南部745千人

宮古56千人、八重山55千人

■沖縄県の特徴

沖縄県は、日本列島の最南西端に位置し、東

西約1,000km、南北400kmの広い海域に点在

する大小160余（うち有人島48）の島々で構成

されています。

R7/4/1時点

基幹相談支援センター 26/41市町村

地域生活支援拠点 22/41市町村

市町村自立支援協議会 35/41市町村

アドバイザーの配置人数 ３人

11



【役割】
① 地域の実態把握・情報共有
② 地域の支援体制のバックアップ
③ 全県的課題の把握・助言
④ 専門的分野の支援法策の普及
⑤ 人材育成

部会 ワーキング・グループ

(1)相談支援・人材育成部会

(2)療育・教育部会

(3)医療的ケア児支援部会
（「協議の場」）

(4)就労支援部会

(5)権利擁護部会
（差別解消支援地域協議会）

(6)住まい・地域支援部会

②現任研ワーキング

①ケアマネワーキング

④サビ管ワーキング

③初任研ワーキング

⑤主任研ワーキング

⑥強度行動障害ワーキング

⑦ピアサポートワーキング

⑧離島支援ワーキング

⑨障害児移行支援ワーキング

⑩医療的ケア児コーディネーター
ワーキング

⑪就労支援ワーキング

⑫虐待防止ワーキング

⑬合理的配慮ワーキング

⑭地域移行・定着ワーキング

沖縄県自立支援協議会
（障害者総合支援法89の3①）

【構成員（19名）】
① 相談支援事業者 ⑵
② 障害福祉サービス事業者 ⑴
③ 保健・医療関係者 ⑵
④ 教育・雇用関係機関 ⑷
⑤ 障害者関係団体の代表者⑵
⑥ 障害者等及びその家族 ⑵
⑦ 市町村 ⑵
⑧ 学識経験者 ⑴
⑨ 知事が必要と認める者⑶ (圏域アドバイザー)

圏域アドバイザー
連絡会議

（地域生活支援事業）

○アドバイザーは、各圏域の市町村や事業所等の  
支援、情報収集、調整等を行いつつ、各部会、
ワーキング、関係機関等への関与を通じ、県全
体の取り組みと地域との連携を図る

○推進員を各圏域に配置し、圏域自立支援連絡会
 議の運営や市町村からの情報収集等により地域
 の支援体制の構築を図る

各圏域自立支援連絡会議
（事務局：各圏域福祉事務所）

(1)相談部会 (3)就労部会

(2)療育・教育部会

（北部、中部、南部、宮古、八重山） （北部、中部、南部、宮古、八重山）

（北部、中部、南部、宮古、八重山）

(4)住まい・地域支援部会

（北部、中部、南部、宮古、八重山）

部会

市町村自立支援協議会
（障害者総合支援法89の3①）

※各分野ごとの課題等を協議、情報共有 ※特定テーマを集中的に協議 ○沖縄県障害者施策推進協議会
（障害者基本法36①）

○沖縄県発達障害者支援センター
（地域生活支援事業）

○障害者就業・生活支援センター
（地域生活支援事業※生活支援分）

○沖縄県居住支援協議会
（住宅セーフティーネット法51①）

○沖縄県精神障害者にも対応した地域
包括ケアシステム構築推進連絡協議会

（地域生活支援事業）

【関係する協議会・機関等(抜粋)】

※各圏域ごとの課題等を協議、情報共有

沖 縄 県 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会

12
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浦添市

那覇市

豊見城市

糸満市

八重瀬町

南城市

南風原町
与那原町

西原町

久髙島

国頭村

東村

大宜味村

名護市

本部町

今帰仁村

伊江村

宜野座村恩納村

金武町

読谷村
うるま市

沖縄市

北中城村

中城村

嘉手納町

北谷町

宜野湾市

津堅島

渡嘉敷村

座間味村

渡名喜村

粟国村

久米島町

北大東村

南大東村

伊平屋村

伊是名村

宮古島市

多良間村

石垣市

竹富町

与那国町

沖 縄 県 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会 の 特 徴

１ アドバイザー配置（地域生活支援事業）

北部、中部、南部圏域にアドバイザーを３名配置。宮古圏域
には、中部アドバイザーを、八重山圏域には南部アドバイ
ザーを派遣。

事業内容（抜粋）
・地域の相談支援体制の整備に向けた指導、調整
・地域の協議会の設置及び運営並びに活性化に向けた事業等
・広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制

整備への支援や助言等
・都道府県が設置する協議会の効果的な運営や活性化に向け

た取組の実施。

北部、中部、南部圏域にサーバント（圏域体制推進員）を
３名配置。八重山圏域には南部圏域体制推進員を派遣。

事業内容（抜粋）
アドバイザー及び各福祉事務所と連携し以下の業務を実施
・県の圏域自立支援連絡会議の運営に係る業務の補助等

アドバイザー等の配置による協議会の活性化

南部

中部

宮古

八重山

北部①アドバイザー
②コラボレーター
③サーバント（圏域体制推進員）
の配置

２ コラボレーター配置（地域生活支援事業）

３ サーバント（圏域体制推進員）配置（地域生活支援事業）

北部、中部、南部圏域にコラボレーターを３名配置。

事業内容（抜粋）
アドバイザーを補佐するとともに、県各圏域自立支援連絡
会議及び県自立支援協議会の各部会における円滑な協議、
連携を図るために配置。

R7.6.26 障害福祉課
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自立支援協議会の活性化におけるアドバイザー等の役割

市町村自立支援協議会（イメージ例）

事
務
局
会
議

相
談
支
援
事

連
絡
会
議

地
域
移
行
部
会

就
労
支
援
部
会

人
材
育
成
部
会

こ
ど
も
支
援
部
会

権
利
擁
護
部
会

事務局機能

本人
（家族）

地
域
保
健

福祉サービス事業

就労支援

行政機関

参画

沖縄県自立支援協議会（事務局：県障害福祉課）

医療

圏域アドバイザー連絡会議

自立支援協議会は、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を共有し、その課題を踏まえて地域の
サービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っている。

相
談
支
援

個別支給会議
サービス
担当者会議

専門部会（例）

住
民

事例の報告等

参画

事務局機能

地域づくり

市
町
村
＋
基
幹
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー

各圏域自立支援連絡会議（事務局：福祉事務所）

圏
域
に
求
め
ら
れ
る
取
組
の
実
施

全
県
的
な
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組
の
実
施

「個から地域へ」の取組が重要

圏域アドバイザー

コラボレーター

情
報
共
有
等

連携

圏域推進員

福
祉
事
務
所

会議
運営

相談部会

療育・教育部会

就労部会

住まい・地域支援部会

・各市町村の
情報共有

・課題の集約
・部会協議事

項の整理

・情報共有
・課題等の共有
・研修等企画立案
・県全体の協議事

項の選定

部会

活
性
化
へ
の
助
言
・
調
整

情
報
共
有
・
課
題
集
約 事務局機能

取組例
〇各部会で必要に
応じて年に概ね２
回、計８回程度市
町村や事業所等を
対象とした研修の
実施

・県担当者
・各圏域アドバイザー
・各コラボレーター
・各圏域推進員
・各福祉事務所担当者
・各関係機関

・各圏域の情報
共有

・課題の集約
・部会/WGの

協議事項整理

毎月１回開催

取組例
〇ケアマネワーキングに
おいて、年に６回程度の
市町村や事業所等を対象
とした研修を実施。

〇住まい・地域支援部会
において地域移行支援ハ
ンドブックを作成

部会・ワーキング（一部のみ記載）

住まい・地域支援部会

相談支援・人材育成部会
・情報共有
・課題等の共有
・研修等企画立案
・全県的な課題に

対する協議

（一部のみ記載）

情
報
共
有

①ケアマネワーキング
②現任研ワーキング
③初任研ワーキング
（一部のみ記載）

※各部会にアドバ
イザーが参加

※各部会にアドバ
イザーが参加

全県的な協議事項を県各部会に報告

R7.6.26 障害福祉課
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令和６年度補助金を活用した取組について
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令和６年度補助金を活用した取組（基幹相談支援センター設置に係る研修）

■令和６年度沖縄県基幹相談支援センター連絡会及び基幹相談支援センター設置に向けた意見交換会の実施

(1) 研修会の目的

・各基幹相談支援センターの現状と課題の共有

・未設置市町村に対する基幹相談支援センター及び市町村からの実践報告

(2) 開催日時

  令和７年２月25日（火）13:30～16:30

(3) 開催場所

  沖縄空手会館（Zoomを併用したハイブリッド形式）

(4) 受講対象者

  市町村の行政職員、基幹相談支援センター及び委託相談支援事業所職員等

(5) 研修プログラム

１ 開催の概要

時間 内容 担当者

13:30～13:35 開会のあいさつ 沖縄県障害福祉課

13:35～14:35 第1部 令和6年度沖縄県基幹相談支援センター連絡会（県内 設置済み11か所） 中部アドバイザー

14:35～14:45 休憩

14:45～15:45 第2部 令和6年度沖縄県基幹相談支援センター設置に向けた市町村意見交換会
（基幹相談支援センター及び市町村からの実践報告）

中部アドバイザー

15:45～16:15 質疑応答 沖縄大学 島村教授

16:15～16:25 圏域アドバイザーの総評 各圏域アドバイザー

16:25～16:30 閉会の挨拶 沖縄県障害福祉課 16



令和６年度補助金を活用した取組（基幹相談支援センター設置に係る研修）

２ 研修会の様子

研修参加人数

全参加者 53名（市町村25名、相談支援事業所10名、基幹相談支援センター13名、その他５名）

３ 研修後のアンケート

回収件数 21件（市町村9名、相談支援事業所5名、基幹相談支援センター7名）

(1) 基幹相談支援センター連絡会について

各市町村の基幹相談支援センターの現状と課題を聞くこと、情報共有ができてよかったという意見が多かっ

た。その他、基幹相談支援センター（市町村）と県の連携についての提案もあった。

(2) 基幹相談支援センター設置に向けた意見交換会について

基幹相談支援センター設置に向けて参考になる取り組み（予算や人材配置等）が聞けてよかったという意見

が多かった。市町村での地域資源の活用や行政との連携、役割の明確化についての意見があった。 

(3)今後、希望する研修について

市町村との情報交換、スーパービジョン、複数事業所による基幹相談支援センター設置について、対面開催

でのグループワーク（部会の取り組み、研修会、地域普及啓発等の共有）

17



令和６年度補助金を活用した取組（地域生活支援拠点整備に係る研修）

■令和６年度 市町村職員向け地域生活支援拠点等整備・運営に係る研修

(1) 研修会の目的

・各市町村における地域生活支援拠点等整備の現状と課題の把握

・拠点等整備の好事例から整備のプロセスを学ぶ

(2) 開催日時

  令和６年11月１日（金）14:00～17:00

(3) 開催場所

  沖縄県スポーツ協会 会議室

(4) 受講対象者

  市町村の行政職員、基幹相談支援センター及び委託相談支援事業所職員等

(5) 研修プログラム

１ 開催の概要

時間 内容 担当者

14:00～14:05 開会のあいさつ 沖縄県障害福祉課

14:05～15:05 講義「地域生活支援拠点等整備の促進に向けて」 埼玉県鶴ヶ島市福祉部
福祉政策課 主席主幹  藤川 雄一

15:05～15:15 休憩

15:15～16:00 グループワーク：市町村の現状報告と講師への質問事項の整理 中部アドバイザー

16:00～16:45 質疑応答 埼玉県鶴ヶ島市福祉部
福祉政策課 主席主幹  藤川 雄一

16:45～17:00 圏域アドバイザーの総評 各圏域アドバイザー

18



令和６年度補助金を活用した取組（地域生活支援拠点整備に係る研修）

２ 研修会の様子

研修参加人数

全参加者 5７名（市町村25名、相談支援事業所23名、基幹相談支援センター８名、その他１名）

３ 研修後のアンケート

回収件数 34件（市町村17名、相談支援事業所12名、基幹相談支援センター５名）

(1) 講義内容について

 「参考になった」や「具体的にやるべきことが分かった」などの意見のほか、クライシスプランの具体的な

作成事例や体験の場の活用事例など、もう少し詳しく説明を聞きたかったとの意見もあった。

(2)グループワークについて

「他市町村の状況がわかり参考になった」の意見が多く、グループワークの時間を長く設けてほしかったとの

意見も多くあった。

(3)今後、拠点整備に向けて取り組みたい事

「対象者のリスト化」の意見が多くみられ、その他の意見として、「地域における拠点のニーズの把握」や

「課題の整理」などが挙げられていた。

19



令和６年度補助金を活用した取組（地域生活支援拠点整備に係る手引き）
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令和６年度補助金を活用した取組（地域生活支援拠点整備に係るQ＆A）
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令和６年度補助金を活用した取組（地域生活支援拠点整備状況シート）
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令和６年度補助金を活用した取組（地域生活支援拠点整備状況シート）
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基幹設置・拠点整備のポイント① 北部圏域の取組例

1 現状 ２課題

３ 取組

国頭村

東村

大宜味村

名護市

本部町

今帰仁村

伊江村

伊平
屋村

伊是
名村

北部

基幹設置数 9市町村
拠点整備数 8市町村

１市1町7村（内３離島村）

人口≒102,800人
市 ≒ 64,000人
町村≒ 38,800人

■北部圏域における課題
(1) 北部圏域は、名護市を含む８つの小規模離島町村で構

成されており、町村内の資源（人材、福祉サービス事
業所、専門職）の不足が課題であった。

■アドバイザーによる働きかけについて
⑴委託相談支援事業所への働きかけ
・圏域自立支援連絡会議（相談部会事務局会議 月／1回

参加者：北部福祉事務所＋圏域アドバイザー＋委託相談支援事業所
等）委託相談支援事業所 が担当している市町村の基幹相談支援セ
ンター設置に向けての取り組み等確認、対策を検討。

・基幹相談支援センターの機能と役割について共有
⑵市町村への働きかけ
・圏域自立支援連絡会議にて（相談部会 年／２回

参加者：北部福祉事務所＋圏域アドバイザー＋市町村＋委託相談支
援事業所等）へ参加、基幹相談支援センター設置に向けての課題等
整理、他の圏域市町村の情報等提供。

・基幹相談支援センターの機能と役割について共有
・市町村の障害者福祉計画に取り上げられているか等確認

■８町村共同委託の実施について 調整会議の開催
⑴個々の町村で考えると資源（人材、福祉サービス事業所、専門職）

の不足が課題となる。
広域的にみると

・委託相談を行ってきた相談支援事業所が複数ある
・主任相談支援専門員が複数名いる
・予算も８町村で分担
8町村に呼びかけ小規模町村における基幹相談支援センター
設置に向け、具体案を提言⇒広域設置+複数事業所委託

県の取組 市町村の取組

■県のアドバイザーによる働きかけを受けた市町村での取組
について

⑴自立支援協議会にて協議
各市町村の自立支援協議会にて 相談支援体制強化（基
幹相談支援センター設置に向けて）と題し毎回協議
ポイント
・基幹相談支援センターの機能と役割について共有
・我が街の基幹相談支援センター像について確認
・人材について
・具体的な設置方法につい

単独設置？広域的に設置？ 直営？委託？

■８町村共同委託の実施に係る市町村での取組について
⑴８町村の行政担当者、委託相談支援事業所３ケ所

圏域アドバイザー、県（福祉事務所）にて基幹相談支
援センター設置に向けて会議開催。
8町村における状況を勘案し8町村で共同で設置する
ことを確認、共同設置、３ケ所の委託相談支援事業所（主
任相談支援専門員が在する）へ委託することを確認
予算確保し７年４月１日
北部圏域8町村基幹相談支援センター設置へ

※圏域自立支援連絡会議
スライド 4,5,6参照
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基幹設置・拠点整備のポイント① 北部圏域の取組例

■県による市町村自立支援協議会の支援の
重要性について
⑴自立支援協議会の活用

小規模市町村においては、１人担当者が複数事業を受け
持たざる得ない状況が散見される。障害福祉分野はやも
すると優先順位が低くなる傾向もあるため、協議会での
個別事例、その他検討事項等進捗等、定期的に確認して
行く必要がある。

⑵圏域アドバイザー配置
・県内各圏域に配置されているアドバイザーにより市町村

協議会の協議内容、相談支援体制強化、人材育成、資源
開発等々、共に悩み協働する。

⑶圏域自立支援連絡会議の活用 他市町村の情報共有
新たな取り組みを始めるにあたり、市町村の担当者より

「他の市町村はどうなっていますか」とよく耳にします。

他市町村の情報提供。
圏域自立支援連絡会議（圏域内市町村参加）において
各市町村より取組み状況等報告しお互いの情報共有する
こともポイントです。

県の取組 市町村の取組

■市町村における自立支援協議会の重要性について
⑴地域づくり、協議の場

今回の8町村共同における基幹相談支援センター設置に
漕ぎつけたのは、各市町村毎に行われてきた自立支援協
議会で時間をかけ相談支援体制について協議を重ねてき
た結果であると考える。

基幹相談支援センターの機能と役割とは
我が街にあった相談支援体制
基幹相談支援センター像 等毎回テーマにして来た。

⑵新たな仕組みづくりに向けた取り組み（知恵と汗を出し
合う）

 町村内の資源（人材、福祉サービス事業所、専門職）の
不足の課題が見えてきた。
圏域自立支援連絡議会にて近隣町村も同じ課題を持って
いることを共有
個々の小規模市町村で課題解決することは容易ではない
ことも圏域内市町村の共通認識となった。
それぞれ町村の協議会に持ち帰り検討。

結果⇒北部圏域8町村基幹相談支援センター
「共同設置」＋「複数事業所への委託」

４ 設置に向けたポイント
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基幹設置・拠点整備のポイント② 中部及び南部圏域の取組例

1 現状 ２課題

３ 取組

■アドバイザーによる働きかけについて

(1)基幹相談支援センターについて
基幹相談支援センターの設置に向けては、各市町村の

実情に応じた整備の提案を行いました。特に小規模町村
においては、３障害に対応できる人材の確保が課題と
なっており、その解決策の一つとして、具体的な運営体
制の案を提示しました。例えば、基幹相談支援センター
の中心となる法人を定め、他の複数法人から職員を出向
させて人材を確保した事例や、地域内の複数法人が共同
企業体を結成し、運営を受託する方式などを紹介してい
ます。

このように複数の法人が連携してセンター運営に取り
組むことで、人材不足の解消が期待できると伴に、事業
所間の横の繋がりが強化される効果も見込まれます。今
後も圏域全体で協力体制を構築しながら、持続可能で質
の高い相談支援体制の整備を進めていくことが重要です。

県の取組 市町村の取組

■県のアドバイザーによる働きかけを受けた市町村での
取組について

(1)基幹相談支援センターについて
県協議会が主催する研修や圏域の相談部会での協議、

更には圏域アドバイザーの巡回を契機に、各市町村の協
議会において基幹相談支援センターの在り方についての
協議が始まりました。当初は、委託相談業務と基幹相談
支援センターの役割の違いが分かりにくいとの声が多く
寄せられ、設置が進みにくい状況にありました。

特に沖縄県では、従来から委託相談支援事業所が基幹
相談支援センターに近い機能を担ってきた経緯があり、
その線引きに現場が困惑していたことが背景にあります。
しかし、事例を基に役割の違いを丁寧に整理し、根気強
く説明を重ねたことで、次第に市町村の理解が深まり、
設置が一気に進むようになりました。

宜野座村恩納村

金武町

読谷村
うるま市

沖縄市

北中城村

中城村

嘉手納町

北谷町

宜野湾市

津堅島

中部 基幹設置数 ７市町村
拠点整備数 ７市町村

11市町村
３市３町５村

人口≒523,000人
市 ≒369,000人
町村≒154,000人

■中部圏域における課題
特に沖縄県においては、従来から委託相談支援事業所が基

幹相談支援センターに近い役割を担ってきた経緯があります。
その結果、両者の機能や役割の線引きが不明確となり、現

場では混乱を招く場面も見られました。こうした背景を踏ま
え、各市町村における基幹相談支援センターの設置は、他地
域と比べてその進展がかなり遅れたように思います。
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基幹設置・拠点整備のポイント② 中部及び南部圏域の取組例

３ 取組

県の取組 市町村の取組

■アドバイザーによる働きかけについて

(2) 地域生活拠点等整備について

圏域アドバイザーは、圏域内の相談支援部会や市町村巡

回を通じて、地域生活拠点等の整備状況を確認しました。

各市町においては、地域生活拠点の概念やその重要性に

ついて一定の理解が進んでいる一方で、具体的な運営方法

や整備の進め方に関しては依然として戸惑いが見られまし

た。そこで、アドバイザーは各協議会の相談部会や住まい

部会に積極的に参加し、他地域での実践事例を紹介しなが

ら、地域生活拠点の在り方について具体的に説明を行いま

した。

また、説明会や勉強会が単発的な取り組みで終わること

のないよう、可能な限り継続的に部会へ参加し、協議の進

行を見守ることで、各市町の理解の深化と実際の整備推進

につながるよう支援を続けました。

■県のアドバイザーによる働きかけを受けた市町村での取
組について

(2) 地域生活拠点等整備

地域生活拠点等の整備においては、各地域の事例を基に

協議を重ねることで、特に「相談」と「緊急一時預かり」

の体制整備に関する議論が活発となり、具体的な取り組み

へと発展しています。

特に緊急対応が発生した際には、原則48時間以内に状況

を確認し、拠点会議を開催のうえ支援方法を決定します。

その際、短期入所事業所に限らず、障がい福祉サービス事

業所全体で受入体制を確保しております。（地域生活支援

拠点事業に係る障がい者等緊急一時保護については、単費

その予算の確保をしている）

さらに、精神科病院との連携による「医療保護入院」や

「やむを得ない事由による措置入所」についても、柔軟に

対応しています。加えて、地域資源として空き家の活用を

検討し、多様な場面で利用可能なお試し住居の整備にも着

手しています。さらに、強度行動障害を有するなど支援の

難しい利用者に対しては、居宅介護と短期入所を併用した

派遣支援の仕組みについても検討を進めています。
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基幹設置・拠点整備のポイント② 中部及び南部圏域の取組例

■県による市町村自立支援協議会の支援の
重要性について

基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備は、

いずれも市町村に設置されている地域自立支援協議会の中

で検討・協議されるべき重要な事案です。したがって、地

域自立支援協議会が形式的なものにとどまらず、実効性の

ある議論と意思決定がなされる場であり続けることを強く

望みます。

そのためには、まず協議会の事務局体制の強化が必要で

あり、特に担当職員の異動時における適切な引継ぎが確保

されることが不可欠です。また、地域の相談支援体制全体

を牽引していくリーダーとなる人材の育成も、今後の継続

的な体制づくりにおいて重要な要素となります。地域に根

ざした持続可能な相談支援体制の構築に向けて、協議会の

機能強化が今こそ求められています。

県の取組 市町村の取組

■市町村における自立支援協議会の重要性について

その協議会が行政主導型で運営がされている市町村に

おいては、その担当者の異動があると、協議会の全体的

な気運が低下し、運営が形骸化してしまう傾向がありま

す。担当者が変わることで、これまでの取り組みが途切

れたり、新たな担当者が前任者の方針や意図を十分に引

き継げない場合があるため、協議会の活動に対する関心

や積極的な取り組みが薄れてしまうことも少なくありま

せん。

さらに、リーダー的存在として重要な役割を果たして

いた委託相談員（基幹）が離職（または休職）した場合、

その影響は非常に大きく、協議会の運営が一気に停滞す

る恐れがあります。委託相談員はその専門的な知識や経

験をもとに、協議会の方向性を示し、担当者を支援する

中心的な存在であるため、その離職によって運営の連続

性が大きく損なわれることになります。

このため、リーダー的な役割を果たす主任レベルの人

材の育成は急務です。

４ 設置に向けたポイント
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基幹設置・拠点整備のポイント② 中部及び南部圏域の取組例

1 現状 ２課題

３ 取組
県の取組 市町村の取組

■南部圏域における課題
県内で基幹相談支援センターが未設置の15市町

村のうち、10町村が南部圏域の小規模離島町村と
なっている。

10町村に対して、基幹相談支援センター設置に
向けて小規模離島町村の特有の課題を踏まえた支援
を実施していく必要がある。

浦添市

那覇市

豊見城市

糸満市

八重瀬町

南城市

南風原町
与那原町

西原町

渡嘉敷村

座間味村

渡名喜村

粟国村

久米島町

北大東村

南大東村

南部

■基幹相談支援センター未設置市町村研修実施
令和７年８月25日（月）
対象：離島10町村、本島５市町村

①北部圏域の８町村共同設置の事例共有
②小規模離島町村で島外（沖縄本島）の相談支援

事業所が委託相談を実施している事例の報告。
基幹相談支援センター設置を見据えた取組を紹
介。

■国庫補助事業を活用した研修実施
令和７年12月３日（水）
対象：離島10町村、本島５市町村

■基幹相談支援センター未設置市町村研修実施を
受けた市町村の取組

県内の同規模の市町村が基幹相談支援センター
を設置した事例を踏まえ、自らの町村における基
幹相談支援センターに求められる機能や設置方法
について検討を行う。

また、同規模の町村間の横の繋がりを構築し、
相談支援体制整備に向けた情報交換を実施。

基幹設置数 ８市町村
拠点整備数 ９市町村

16市町村
５市５町６村

人口≒745,000人
市 ≒604,000人
町村≒141,000人

■国庫補助事業を活用した研修実施
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アドバイザーの人材育成、養成について

1 現在の体制に至った経緯

２組織的・構造的な取組のノウハウ

■各圏域にアドバイザー等を常勤配置することの重要性
〇沖縄県では平成19年度以降、各圏域に圏域アドバイザーを 「常勤配置」しております。
〇圏域アドバイザーは、毎年度当初に圏域内の市町村に挨拶周りを行い、人事異動のあった市町村担当職員
との顔合わせや前年度からの引継ぎ事項、今年度取り組むべき事項についての確認を行います。
〇市町村との繋がりを継続的に持つことで、市町村が圏域アドバイザーに相談しやすい体制が構築されてお
ります。
〇圏域アドバイザーは市町村からの相談に対する助言や市町村自立支援協議会への参加を通じて、市町村が
抱える課題を把握することができます。
〇圏域内の市町村が抱える課題を把握することで、圏域特有の課題や求められる研修等の内容を整理し、県
の自立支援協議会の各部会・ワーキングにおいて検討を行ったうえで圏域に求められる取組を実施しており
ます。
〇このような取組が実施できるのは圏域アドバイザーを常勤配置し、アドバイザーによる積極的な働きかけ
が継続的に実現できているからであり、本県の取組として非常に重要なポイントであると考えております。

■次期アドバイザー候補を見据えたコラボレーターの配置
沖縄県では、圏域アドバイザーを補佐する者として圏域コラボレーターを配置しております。
圏域コラボレーターは次期圏域アドバイザー候補として位置づけられております。圏域アドバイザーによる

活動を継続的に実施していくためには後継者の育成も重要な事項となっております。

■各圏域に福祉事務所を支える圏域推進員の配置
圏域アドバイザーは県内の各福祉事務所に配置しております。圏域アドバイザーの活動が福祉事務所の担当

の異動等に影響されず継続的に実施できるように、各福祉事務所の業務の補助を行う圏域推進員を配置
しております。 30



アドバイザーの人材育成、養成について

３課題

４ 横展開に向けたポイント

■アドバイザーの選任方法
圏域アドバイザーが圏域内の課題を把握し、圏域に求められる取組を実施していくためには、圏域内の関係

機関が圏域アドバイザーに相談しやすい状況であるが重要な条件となっております。
このことから、沖縄県では圏域アドバイザーの選任方法について、手上げ式による公募ではなく、圏域内の

関係機関からの声を反映した福祉事務所の推薦方式をとっております。
圏域内の関係機関からの信頼があり、相談しやすい体制を構築できる者を圏域アドバイザーとして選任する

必要があるため、次期圏域アドバイザーは中長期的な視点から育成及び選任していく必要があります。

■コラボレーター、圏域推進員の選任方法
コラボレーターは上述の理由により、次期アドバイザーとして圏域内の関係機関からの信頼がある者の中か

ら選任していく必要があります。また、圏域推進員については、福祉事務所と圏域アドバイザーをつなぐ役割
があるため、双方との連携が円滑に実施できる者の中から選任していく必要があります。

■次期アドバイザー候補を見据えたコラボレーターの配置に係る課題
各圏域アドバイザー、コラボレーターはそれぞれ別の法人の職員から選任されております。コラボレーター

が圏域アドバイザーとして配置されるためには、コラボレーターが所属する法人内の人事異動や勤務条件等に
ついて、法人との十分な調整を行う必要があります。

■福祉事務所を支える圏域推進員の配置に係る課題
圏域アドバイザーが継続的な活動を実施するためには、福祉事務所を支える圏域推進員の配置が重要となり

ますが、現在、圏域推進員を配置できていない圏域があるため、圏域推進員の確保が急務となっております。
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まとめ

１ 基幹相談支援センター・地域生活支援拠点整備
に向けた市町村自立支援協議会の重要性

 基幹相談支援センター設置及び地域生活支援拠点

整備にあたっては、自らの市町村においてどのような機能

が求められていて、どのような方法で運営していくかについ

て、自立支援協議会で継続的な協議を実施していくこと

が重要。

２ 市町村自立支援協議会を支える県の支援体制の
重要性

市町村の自立支援協議会での協議が継続的かつ円

滑に実施されるために、県全体での研修を定期的に実施

するとともに、圏域アドバイザーが市町村の現場に直接出

向き、助言等を実施していくことが重要。
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